
廃棄物が地下にある土地の指定区域一覧 

                                      令和８年３月２３日現在 

整理番号 指定区域 埋立地の区分（※） 指定日 

１ 前橋市五代町字嶺久保８８９番１から８８９番４まで、 

８９２番から８９６番まで、８９８番、８９９番 

ア 平成２１年３

月３１日 

２ 勢多郡富士見村石井字上白川１７４０番１の一部、１７ 

４０番６から１７４９番９まで 

ア 平成２１年３

月３１日 

３ 前橋市下大屋町字下西原３１２番２、３１２番８の一部、 

３１２番９、３１２番１０、３２４番１、３２４番２ 

ウ 平成２１年３

月３１日 

４ 前橋市嶺町字請地９０３番３、９０３番４、９０４番２、 

９０４番３、９０４番７、９０６番１、９１７番２ 

ア 平成２１年３

月３１日 

５ 勢多郡富士見村赤城山字下横道４０９番７ ア 平成２１年３

月３１日 

６ 前橋市小坂子町平塚１４８３番３、１４９０番１、１４９

０番２、１４９１番２の一部、１４９１番４ 

ウ 平成２１年３

月３１日 

７ 前橋市嶺町字請地９０２番８の一部、９０３番１、９０３

番５、９０５番２ 

ウ 平成２１年３

月３１日 

８ 前橋市五代町２８８番の一部、２８９番から２９１番ま

で、２９２番１、２９２番２ 

ア 平成２１年３

月３１日 

９ 前橋市茂木町１３９４番２、１３９４番３、１３９６番

１、１３９８番１ 

ア 平成２１年３

月３１日 

１０ 前橋市総社町植野字立石９０６番 エ 令和８年３月

２３日 

※備考 埋立地の区分 

ア 令第１３条の２第１号に規定する埋立地の区域 

イ 令第１３条の２第２号に規定する埋立地の区域 

ウ 令第１３条の２第３号イに規定する埋立地であって、規則第１２条の３１第１号に規定する埋立地の区域 

エ 令第１３条の２第３号イに規定する埋立地であって、規則第１２条の３１第２号に規定する埋立地の区域 

オ 令第１３条の２第３号ロに規定する埋立地であって、規則第１２条の３２に規定する埋立地の区域 

 

令：廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 

規則：廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 

（注）指定区域の住所、地番等は指定日時点のものです。 


